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【改正案】 

 

 

 

 

 

【2010 年調査】 

 

 

 

３ 販売目的で作付け（栽培）したすべての品目に○を

記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新旧対照表：Ⅰ-21 ページ） 

 

「【７】販売を目的とした農産物の生産」－「1 農作物の生産」－「果樹類」 

≪設問内容の変更≫ 

「果樹類」について、類別の作付け（栽培）のべ面積を記入した後、作付け（栽培）品

目を記入する形から、個別品目別に作付け（栽培）のべ面積を記入する形に変更する。 

【改正案】 

１ 過去１年間に販売を目的として作付け（栽培）したの

べ面積（けい畔は含めません）を記入してください。 

（はじめから販売を目的とせず、自給用に作付け（栽

培）した面積は含めないでください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2010 年調査】 

１ 過去１年間に販売目的で作付けた作物の作付け

（栽培）のべ面積を記入してください。（けい畔は含めま

せん） 

 

 

 

３ 販売目的で作付け（栽培）したすべての品目に○を

記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

（新旧対照表：Ⅰ-23 ページ） 
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（審査結果） 

工芸農産物、野菜類及び果樹類の品目ごとの作付け（栽培）のべ面積を把握する事項につ

いては、前回の 2010 年世界農林業センサス（以下「2010 年センサス」という。）の調査事

項から削除したものであるが、今回、東日本大震災の発生を受け、市町村別等の小地域に

おける生産構造や生産農業所得に係るデータに対するニーズや、激甚災害の指定の必要性

を検討する際の必要なデータの精度向上等を図る観点から、作物の作付け（面積）の把握

区分について、従前の 2010 年センサスと同様に品目別に詳細化して把握しようとするもの

である。 

しかしながら、このことについては、品目別に詳細化して把握する必要性や報告者の負

担軽減の観点から、更なる検討が必要であると考える。 

 

（論点） 

【工芸農産物、野菜類及び果樹類に共通する事項】 

１ 2015 年センサスにおいて、2010 年センサスと同様の調査事項を復活することについ

て、2010 年センサスの調査計画策定において削除が可能と判断した経緯や理由等は何

か。また、2015 年センサスで復活しなければならない理由は何か。 

（データの必要性や利活用状況、調査の効率的実施、報告者の負担軽減等の観点から

整理） 

２ 激甚災害の指定の必要性を検討する際のデータとして、生産農業所得統計の市町村

別所得額が必要としているが、当該所得額の推計に当たり、品目別の作付面積の把握

が必要なのか。生産農業所得統計の市町村別所得額の推計は、「生産数量×農産物単

価」から得られる農業産出額をベースに所得を推計しているのではないか。そのよう

な中で作付面積のデータがどのように関与しているのか。作物統計調査から得られる

データによる代替の余地があるのではないか。 

３ 2010年センサスにおいて、個別品目ごとの作付面積の把握を取り止めたことにより、

その後の市町村別等の生産農業所得額推計に当たって、どのような影響があったの

か。また、2015 年センサスにおいて、改めて個別品目ごとの作付面積を把握するこ

とにより、市町村別等の生産農業所得額の推計精度がどのくらい高まるのか。 

（本件は、仮に調査事項を復活し、今後５年周期で把握することとした場合に、激甚

災害の指定の必要性を検討する際の必要なデータの精度向上の必要性といった従

前において政策や施策等の実施に当たって懸念されていたどのような問題の改善

や解消にどうつながるのかを含め、調査結果の有用性や実効性等について、なるべ

く定量的な整理を求めるものである。） 

４ 2015 年農林業センサス試行調査（平成 25 年 12 月実施）において、品目別の作付け

（栽培）のべ面積を把握する調査事項を設け、実施しているが、報告者の記入状況は

どうだったのか。また、記入内容に問題はなかったのか。 

    （注）申請された調査票案では調査対象品目を特定し、当該品目の作付け（栽培）したのべ面積を記入

する形となっているが、試行調査では、報告者が調査票中に記載されている「品目名及び品目名コ

ード一覧表」から、作付け（栽培）した品目を選択して、当該品目の作付け（栽培）したのべ面積

を記入する形となっていた。 
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（参考）  2015 年農林業センサス試行調査における工芸農産物、野菜類及び果樹類の 
品目ごとの作付け（栽培）のべ面積把握 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【野菜類に関する事項】 

把握する品目数は、農林業センサスで調査する野菜類全 40 品目のうち、野菜生産出荷安

定法施行令（昭和 41 年政令 224 号）第１条の規定で定める指定野菜のうちばれいしょを除くす

べての品目、野菜生産出荷安定法施行規則（昭和 41 年農林省令第 36 号）第８条の規定で定

める特定野菜のうち生産額の高い 18 品目に限定することとしているが、以下の点について検

討することが必要である。 

① 2010 年センサスまで調査対象品目として所要のデータを把握していた 22 品目について、 

「その他の野菜」として統合しているが、統計の継続性や調査結果の有用性等の観点から

問題ないのか。 

② 今回、特定野菜のうち生産額の高い 18 品目に限定することとしているが、いつ時点のデ

ータに基づいて選定しているのか。今後、品目別生産額に変動が生じ、その順位も変動

する可能性があるが、センサス実施の都度改めて品目の見直し・変更を行うのか。その場

合、統計の継続性や調査結果の有用性等の観点から問題ないのか。 
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（参考）生産農業所得統計の主な利活用 

１  激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和 37 年法律第 150 号）第２条の激甚災害の指定及びこ

れに対し適用すべき措置の指定（激甚災害指定基準、局地激甚災害指定基準）の基礎資料として使用されている。具体的

な指定基準は、 

  (1) 災害復旧事業費の査定見込額が当該年度の全国農業所得推定額の 0.5%を超える災害 

  (2) 局地激甚災害としては、当該市町村の区域内における当該災害に係る農地等の災害復旧事業に要する経費の額が

当該市町村に係る当該年度の農業所得推定額の 10％を超える市町村が一以上ある災害 等 

２  農業諸施策全般、地域振興計画の策定、国民経済計算、産業連関表、県民経済計算等の資料として使用されている。 

 

「【７】販売を目的とした農産物の生産」－「７ その他の農業経営」 

≪選択肢の変更≫ 

選択肢について、「行っている」の内訳として、「きのこ栽培」及び「その他の農業経営」の選択

肢を設ける。 

【改正案】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2010 年調査】 

 

 

 

 

 

（新旧対照表：Ⅰ-26 ページ下段） 

（審査結果） 

本調査事項は、農作物の生産や主な家畜の飼養等以外に、販売を目的としたその他の農業

経営を行っている経営体を把握するための項目である。前々回の 2005 年センサスでは、馬、

やぎ及び種鶏の飼養、鶏の育すう、ふ卵並びにきのこの栽培の状況を個別に把握していた。

前回の 2010 年センサスにおいては、これらを一括りとして行っているか否かを把握する設

問に変更したが、今回、「行っている」を「きのこの栽培」と「その他の農業経営」に細分

化することとしている。 

これは、2005 年センサス結果において、きのこ栽培を行う農林業経営体が 26,399 経営体

と相当数みられることを踏まえたものとしているが、更なる検討が必要であると考える。 

 

（論点） 

調査結果の有用性の観点から、きのこ栽培のみを個別に把握することの必要性について、

施策等への利活用との関係で検討するべきではないか。 
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    (参考) 

表３         2005 年センサスにおける農林業経営体数 

「その他の農業経営」 

を行う農林業経営体数 

【参考】販売目的で家畜を 

飼養する経営体数 

馬（北海道のみ） 1,548 乳用牛 27,734 

やぎ（沖縄県のみ） 512 肉用牛 81,682 

種鶏 1,044 豚 6,609 

鶏の育すう 257 採卵鶏 6,791 

ふ卵 281 ブロイラー 2,374 

きのこ栽培 26,399

 

「【10】過去１年間の農産物の販売」－「３ 農産物の出荷先」 

≪選択肢の追加≫ 

選択肢に、新たに「うち、自営の農産物直売所で」を追加する。 

【改正案】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2010 年調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新旧対照表：Ⅰ-34 ページ） 

（審査結果） 

本調査事項は、農林業経営体が生産した農産物の販売先を把握するためのものであり、

今回、「消費者への直接販売」の内訳として、新たに「うち、自営の農産物直売所で」の

選択肢を追加することとしている。 

これは、農林水産省が農業・農村の６次産業化の実態把握のため、毎年実施している「農

業・農村の６次産業化総合調査」（一般統計調査。以下「６次産業化調査」という。）（注）

の母集団情報の整備に当たって、農林業経営体を対象に調査をすることにより、市区町村

や農協等では把握することが困難とされている、中小規模の農産物直売所までを把握しよ

うというものであるが、更なる検討が必要であると考える。 

 （注）「農業・農村の６次産業化総合調査」とは、農業者等による農産物の販売戦略により農業所得そのもの

の増大をもたらす取組について、2010 年世界農林業センサス結果を基に総合的に調査し、取組に伴う所

得向上、雇用確保の状況及び第２次・第３次産業事業者との連携等の状況を明らかにし、６次産業化の施

策推進に必要な資料を整備することを目的に実施している一般統計調査である。 

 

（論点） 

本調査票により農林業経営体が運営している農産物直売所を把握する一方で、農山村地域

調査票（市区町村用）において、これまで把握してきた市区町村内の運営主体（地方公共団
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体、第３セクター、農協、その他）別の産地直売所の設置数に係る項目を削除することとし

ているが、６次産業化調査の実施に必要な母集団情報を整備する上で問題ないのか。 
 

（参考）「６次産業化総合調査」における母集団整理のための直売所の把握手法について 

方法 
６次化産業総合調査における

母集団整備 

農林業センサスによる把握 

（今回の変更） 

対象 
都道府県、市町村、農協等の関

係機関 

農林業経営体 

（都道府県、市町村、農協等の

関係機関から把握する事項

の削除） 

把握できる直売所の範囲 

前年調査以降新設された農協

等が運営する農産物直売所（農

林業経営体が運営するものを

除く） 

全ての農林業経営体が運営す

る直営の直売所 

 

 

「【11】農業経営の特徴」-「１ 農業経営における異業種との連携」 

≪選択肢の変更≫ 

選択肢について、「食料品製造業・飲食サービス業」、「飲食料品卸売・小売業」を

それぞれ「飲食料品関連の製造業・サービス業から」、「飲食料品関連の卸売・小売業

から」に変更するとともに、新たに「飲食料品関連以外の製造業から」、「飲食料品関

連以外の卸売・小売業から」、「医療・福祉・教育関連から」を追加する。 

【改正案】 

１ 農業経営について、農業以外の業種から資本金・

出資金の提供を受けていますか。該当するものすべ

てに記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

【2010 年調査】 

５ 農業経営について、農業以外の業種（農協、市町村

を除きます）から資本金・出資金の提供を受けていま

すか。該当するものすべてに○を記入してください。

 

 

 

 

 

 

（新旧対照表：Ⅰ-35 ページ上段） 

（審査結果） 

本調査事項は、地域経済の基盤である農林水産業、中小企業の連携による雇用の確保、

地域社会の維持・振興に関する農商工連携促進にかかる諸施策の検討のため、農林業経営

体への農業以外の業種から資金の提供状況を把握することを目的として、2010 年センサス

において初めて設定したところである。 

しかしながら 2010 年センサスの結果では、資本金・出資金の提供元の業種としては、「そ

の他」の回答が 51.7％と過半を占める結果となり、具体的に連携している業種について十

分に明らかにすることができない状況であった。 

  

提供を受けていない 861

提
供
を
受
け
て
い
る
も
の
に
○

建 設 業 ま た は 運 輸 業 か ら 862

飲食料品
関連の

製造業・サービス業から 863

卸売・小売業から 864

飲食料品
関連以外

の

製　造　業　か　ら 865

卸売・小売業から 866

医 療 ・福 祉・教育 関連か ら 867

そ の 他 か ら 868




